
介護支援専門員主任更新研修の法定外研修
提出書類について

受講証明書がない方…
開催要綱に主催者・日時・研修内容が記載されていれば、そち
らの書類と研修に参加したことが分かる資料を送付してくださ
い。
※資料を全て印刷して提出される方がいらっしゃいますが、返
却はいたかねますので必ずコピーを提出してください。研修の
内容の確認ができれば、全ての資料を送付していただく必要は
ありません。(分割・両面印刷可)

受講証明書がある方…
開催通知・次第・受講証明書のコピー等を送付。受講証明書の
みは不可。研修内容が分かるものを送付してください。

Zoom等のオンライン研修に参加された方…
受講決定メール・当日資料・受講証明書・領収書・復命書等の
コピー
※受講した書類が全くない方は、研修の内容確認ができません
ので、他の研修を提出してください。

※開催要綱のみの提出ですと、再提出となります。

例年、書類の不足で出し直しの方が多数いらっしゃいますので、
上記が記載されているか確認して送付してください。

第1回(令和6年度)〇〇県
包括·介護支援センター講演会

開催要綱

テーマ「ヤングケアラーと家族の支援」

1.趣 旨 ヤングケアラーとその家族との連携を強化し、
地域包括ケアステムの役割について

2.主催 〇〇県地域包括·在宅介護支援センター協議会
   

3.日時 令和6年7月28日(日) 14:00~16:00(受付開始13:30~)

4.開催 Zoom によるオンライン型式

5.対象 県内の地域包括·在宅介護支援センター役職員、県市町村行
政担当者、主任介護支援專門員、福社·医療関係者責任者等

6.参加費 5,000円(資料代含む)

7.定員 100名

8.講演    ヤングケアラーと家族の支援
講師 △大学 学長 前橋 一龍 氏



(公印省略)
令和6年2月14日

〇〇県 包括支援センター
センター長 日本 太郎

第1回(令和6年度)
〇〇県包括支援センター研究大会の開催について

〇〇県包括支援センター
事務局 担当 群馬 花子
〒123-4567
〇〇県△△市□□町123
電話 027-123-4567

益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
別記、開催要綱のとおり研究大会を開催することとなりました。
なお、本研究大会は、主任介護支援専門員更新研修の受講要件相
当となります。

日時 令和6年4月26日(金) 13：00～15：00(予定)
場所 〇〇市町村会館 ２階 大ホール
申し込み方法 QRコードよりお申込みください

領収書

高崎 さくら 様

￥ 5，０００-

但し、〇〇県包括支援センター研修大会 参加費 として
上記、領収いたしました

印紙
内 訳
税抜金額
消費税等

〇〇県 包括支援センター
○○県〇〇市〇〇町〇-〇
TEL:00-0000-0000
FAX:00-0000-0000

・受講証明書がない場合は、開催通知・領収書・社内で
供覧した復命書等を確認が出来る書類を提出してくださ
い。



般社団法人 群馬県介護支援専門員協会富岡·
甘楽支部

令和5年度第2回研修会

〇〇県
令和6年度 第1回研修会

日時:令和6年7月9日(火)
13時30分~15時30分

場所:〇〇市生涯学習センター

次第

1. 開会

2.挨拶

テーマ:

3. 講演
講師: △△病院 満福ゴリオ氏

～介護連携体制について～

4. 質疑応答

5. 謝辞

6.閉会

〇開催通知に日時・場所・主催・事務局が掲載されていて、当
日の資料に記載がない場合は、両方に送付してください。

〇主任介護支援専門員更新研修の受講要件となる法定外研修に
該当・法定外研修相当と要綱やチラシに掲載している、株式会
社や団体が増えてきております。

記載がされていても、要件に記載されている地域包括支援セン
ターや、職能団体等が主催・共催以外は対象外ですので、確認
のうえ、ご提出ください。

〇県が承認した研修以外は、主催者が主任更新研修法定外研修
として申請をしていないので、主催者・日時・研修内容・参加
したことが分かる書類・その他提出書類で内容を確認しており
ます。

提出書類で上記の確認ができないと、再提出をお願いしていま
すので、確認ができる書類を送付してください。

〇主催団体が記載されていない場合は、問い合わせ先・事務局
が分かる資料・メール等をコピーして送付してください。

※例年、法定外研修をいつ・どこで開催しているかとご連絡を
いただきますが、各地域包括センターや職能団体等のＨＰ等で
確認していただき、主催者へお問い合わせください。

主任更新法定外研修相当
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